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（参考） 

静岡県農業気象災害速報の発行一覧「昭和55年(1980 年)以降 

発行年 災害名 
農作物被害

額(億円) 
発行日 

1980 昭和55年4月18日の降霜及び低温による静岡県の凍霜害 19.19 4.26 

1981 昭和56年2月27日の異常低温による静岡県の凍霜害 13.38 3.6 

1982 昭和57年4月11日の降霜及び低温による静岡県の凍霜害 3.2 4.22 

1985 昭和60年6月30日から7月1日にかけての台風第6号による静岡県の大

雨と強風 

4.87 7.5 

1986 昭和61年3月22～24日の南岸低気圧による大雪・強風害 1.08 4.3 

1987 昭和62年5月5日の凍霜害 16.3 5.11 

1995 平成7年5月8日の雷雨に伴うひょう害 7.52 5.23 

2002 平成14年12月上旬～中旬の温州みかんの凍霜害 27.19 2.10 

2004 平成15年夏の低温と日照不足による農業被害 5.01 1.29 

2004 平成16年4月25日に発生した茶園の凍霜害 5.26 5.31 

2006 平成18年3月31日の降霜及び4月の低温による茶の農業被害 6.2 6.16 

2011 平成23年9月19日から21日の台風第15号による大雨・強風害 45.78 12.13 
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１ 気象概況 

4月12日と13日の早朝、県内各地で降霜があり、中山間地域の防霜施設のない茶園を中心に凍霜害が

発生した。 

4月11日夜から13日朝にかけては、北日本中心の冬型の気圧配置から日本の南海上にある高気圧に覆

われる気圧配置となり、静岡県は晴れの天気となっていた。 

一方、上空500hPa面（約5500メートル付近）の気温に注目すると、13日の朝をピークに-24℃前後の

寒気が停滞していた（茨城県つくば市館野では13日09時には-27.2℃を観測し、平年値よりも約9℃も低

く、真冬の平年値（-26.4℃）よりも低い気温だった）。 

県内では強い寒気が流れ込み、晴れたため、12日から13日にかけては、県内の多くの地点で最低気温

が4℃以下になり、菊川牧之原の最低気温は、12日は1.9℃、13日は2.4℃となった。 

 
 
 

 

 

 

 

２ 天気図  

地上天気図           500hPa面の天気図（青破線は-24℃） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11日 21時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12日 09時 

霜とは 

大気中の水蒸気が昇華して、地面または地物に付着した氷の結晶。 

一般にうろこ状、針状、羽状または扇子状をしている 
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地上天気図            500hPa面の天気図（青破線は-24℃） 
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３ 気象観測データ 

（1）最低気温分布図と平年差（4 月 12 日、13日、静岡空港の平年値はありません） 

最低気温                    平年差 
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13日 

 

 

（2）アメダス観測地点の観測値（伊豆地域を除く）の気象経過図（11日 12時から 13日 12時まで） 

 

浜松 
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井川 

 
 

川根本町 

 

 
 

 

 

 

 

 

8



静岡空港（日照は観測していません） 
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御殿場 
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(3)  4 月の気象経過図 
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４ 気象台のとった措置 

(1)おそ霜予報の発表 

・4 月 11日 16時 00 分発表 

（本文）明日の朝は、県内の山間部を中心に平野部でも霜の降りる所があるでしょう。 

     12日朝の予想最低気温（単位 ℃） 

静 岡  5℃ 浜 松   4℃   三 島 4℃   御殿場 1℃ 

川根本町 1℃ 菊川牧之原 3℃   富 士 4℃   天 竜 4℃ 

 

・4月 12日 16時 00 分発表 

 （本文）明日の朝は、県内の山間部を中心に平野部でも霜の降りる所があるでしょう。 

 13日朝の予想最低気温（単位 ℃） 

静 岡  5℃ 浜 松   4℃   三 島 3℃   御殿場 0℃ 

川根本町 -1℃ 菊川牧之原 2℃   富 士 4℃   天 竜 3℃ 

 

(2)霜注意報の発表 

・4月 11日 15時 03 分 静岡県全市町に霜注意報を発表 

 （見出し）静岡県では、12日朝は霜に対する農作物の管理に注意して下さい。 

 （本文） 注意期間 霜 12 日朝 

・4月 12日 07時 25 分 霜注意報を全市町解除 

 

・4 月 12日 14時 52 分 静岡県全市町に霜注意報を発表 

 （見出し）静岡県では、13日朝は霜に対する農作物の管理に注意して下さい。 

 （本文） 注意期間 霜 13 日朝 

・4 月 13日 07時 36 分 霜注意報を全市町解除 
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（3）観測施設の配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊地域雨量観測所（△）では、「降水量」のみを観測しています。 

 

 

この静岡県農業気象災害速報では、気象台、特別地域気象観測所、地域気象観測所の気象観測資料を

用いて作成しています。  

平年値は1981 年から2010 年の統計によるものです。  
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５ 被害の状況 

 

(1)被害発生の原因 

一番茶芽の早晩は、厳冬期よりも 2 月中旬以後の気温の影響を大きく受けることから、3 月の高温に

よってかなり早まっていると考えられた。 

静岡県茶業研究センター（菊川市）では、GISと発育指数による予測式により、3月 25日時点での県

内の 2013年一番茶萌芽期は、前年より 7～10日間、平年よりも 6～12日間早まっていると予測した。 

なお、実際の同センター作況園生育調査では、萌芽期は 3月 30日であり、前年より 13日、前 5ヵ年

平均より 9日早かった。 

したがって、4月 12日時点において、前年は萌芽期（萌芽率が 70%に達した期日）に達していない中

山間地域でも萌芽期を過ぎていたと推察され、耐凍性が著しく低下していたと考えられる。 

 

 

(2)被害の概要 

・４月 12 日～13 日にかけて、県内各地で降霜があり、中山間地域の防霜施設のない茶園を中心に凍

霜害が発生した。 

・被害面積は 3,205ha、被害金額は 18.6億円である。 （参考：平成 22年 3月 30日の凍霜害：14,268ha、

44.8億円）。 

・減収量は 5,840ｔと推計される。この値は、平年一番茶収量の８％程度に相当する。（減収量／一番

茶収量５年間平均＝5,840ｔ／75,100ｔ） 

 

 表１ 被害状況調査結果 

地 域 
被害面積 

(ha) 

栽培面積(H21) 

(ha) 

比率 

(%) 

被害金額 

（百万円） 

生葉減収量

（ｔ） 

東 部 394 2,014 20 371 2,018 

中 部 2,286 9,353 24 926 2,523 

西 部 525 7,713 ７ 560 1,299 

県内計 3,205 19,200 17 1,857 5,840 

※栽培面積は主な市町を集計しているため、地域の計と、県内計の値は一致しない。 
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(3)被害に対する技術対策 

 萌芽期を過ぎた茶園が多く、被害が発生した茶園について、県及び JA静岡経済連は、次の「茶凍霜

害発生後の技術対策」を茶農家に配布し、技術対策指導を行った。 

 

=========================================================================================== 

 
               

 
 

・整枝処理の目的は、摘採した生葉の中に被害葉が混入することを防ぐことです。 
・新芽の生育状況に応じて、次のように処理をしてください。 

生育ステージ 被害の様相 処 理 
萌芽期～2 葉開葉未満 被害の程度に係らず そのままにしておく 

2 葉開葉～4 葉開葉 

部分的で被害部と無被害部がはっ

きりしている場合 
そのままにしておいて拾い摘み又

は部分摘採を行う。 

部分的で被害部と

無被害部が、はっ

きりしない場合 

被害芽率が高

い場合 被害部を除く程度に軽く整枝する。 

被害芽率が低

い場合 そのままにしておく。 

全面的に被害を受けた場合 被害部を除く程度に軽く整枝する。 

摘採期直前 部分的に被害を受けた場合 拾い摘み又は部分摘採を行う。 
全面的に被害を受けた場合 刈捨てて二番茶に備える。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

 
・芽出し肥を施用した後であれば、施肥する必要はありません。 
・芽出し肥を施用した場合であっても被害がひどく、摘採が大幅に遅れるようであれば、 
再萌芽を待って速効性肥料を施用します。 

被害後の整枝処理 

静 岡 県 
ＪＡ静岡経済連 

施 肥 

茶凍霜害発生後の技術対策 

凍霜害を受けた茶園では、一番茶の摘採時期の遅れや減収が予想されますので、茶園の状態を十分に観察

した上で、以下の対策を行ってください。 

 

被害部を除く程度に軽く整枝する 

平均して２葉開葉以上 
 

 

そのまま放置する 

萌芽期～２葉開葉未満 
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・荒茶品質の低下を防ぐため、被害葉が混入しないように浅摘みとします。 
・新芽及び再生芽の生育が不揃いになるため、刈り遅れに注意してください。 
・被害が部分的に発生した場合は、被害の無い芽を拾い摘みまたは部分摘採を行います。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

 

 

 

 
 
・新芽及び再生芽の生育が不揃いになるため、生葉格付けを徹底するとともに、「熟度」「大きさ」

に著しく差がある場合は、分別製造に努めてください。 
・蒸しムラになりやすいので、蒸し時間をやや長めに設定します。 
・茶工場は間断操業になる可能性が高いため、製茶機械の清掃を徹底してください。 
また、作業者の安全や健康管理に十分注意してください。 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

■ 一番茶後の整枝 

・二番茶に遅れ芽が混入しないように、遅れ芽が出そろうのを待って整枝します。 
・遅れ芽が多く発生する場合は、摘採後２週間以内に２回目の整枝を行うようにします。 
 

■ 病害虫防除 

・一番茶後の農薬散布に当たっては、ドリフト（飛散）に十分注意するとともに、地域で 
農薬散布規制期間が定められている場合は、これを遵守してください。 

・一番茶後の遅れ芽を放置するとウンカ、スリップスの発生源となりやすいので、摘採後の遅れ芽

を放置しないで刈り捨てるようにします。 
 

■ 更新 

・新芽の不揃いや生育ムラの大きい茶園では、更新計画を見直し、深刈り・中切り更新を前倒しで

行うことも必要です。 
 

新芽の生育ムラのある茶園 

摘 採 

製 造 

一番茶後の管理 

被害部と無被害部がはっきりしている茶園 
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(4)被害に対する支援対策 

 県は、防霜施設の設置を要望する生産者に対し補助事業・制度融資で支援を行う。 

 また、運転資金の要望に対し制度融資で対応するとともに、既借入金の償還猶予の要望にも対応する。 

 

 

① 防霜施設の施設整備が可能な助成事業 

  防霜施設の施設整備が可能な事業は、①農業基盤整備促進事業（交通基盤部農地局農地整備

課）、②茶生産基盤リニューアル対策事業（茶業農産課）、③中山間地農業振興整備事業（農山

村共生課）の３種類で、そのうち、本年度内に実施可能な事業は、農業基盤整備促進事業であ

る。 

 
◎ 助成事業の比較 

事業

名 

①農業基盤整備促進事業

（国庫直接採択） 

②リニューアル対策事業

(国庫交付金) 

③中山間地農業振興整備

事業 (県単) 

事業

主体 

市町、農協、その他農業

者等の組織する団体等 

市町、農協、農業公社、農

事組合法人、その他農業者

の組織する団体等 

市町、農協、農業者の組

織する団体 

 

採択

要件 

受益農家：２戸以上 

面積要件：なし 

事業費：2,000千円以上／

地区 

受益農家：３戸以上 

面積要件：１団地１ｈａ以

上 

事業費：上限 6,400千円／

ha 

受益農家：３戸以上 

面積要件：１団地 50ａ以

上、合計２ｈａ以上 

事業費：2,000千円以上 

補助

率 

１／２以内（５法指定地

域は 55％以内） 

１／２以内 １／２以内 

実施

基準 

新設、更新 新設、更新 ※ 新設、更新 ※ 

※ 省電力化等による機能性向上を伴う更新は可 

 
◎ 農業基盤整備促進事業の申請手順 

（１） 農林事務所茶担当課は地域の要望を取りまとめ、事業実施主体に対し事業採択申請書、農業

基盤整備計画等必要書類の作成を指導する。 
（２） 申請書類一式を、農林事務所農村整備課経由で、県庁農地整備課に提出し、国との調整を依

頼する。 
（３） 県と国との協議が整った後、事業実施主体は国へ申請書類一式を提出し、写しを農地整備課

へ提出する。 
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育

成

強
化
資
金

 

農
業

経
営

の
改

善
に
必

要
な
長

期
運

転
資

金
 

そ
の
他

 

担
い
手

 

1
.1

0
% 

 

2
5
年
以
内

 

個
人

 
 

1
億

5
,0

00
万
円

 

法
人

 
 

5
億
円

 

借
入

申
込

希
望

書
 

借
入

申
込

書
 

経
営

改
善

資
金

計
画

書
 

経
費

等
の

見
積

書
 

農
業

経
営

改
善

計
画

認
定

申
請

書
 

及
び
農

業
経

営
改

善
計

画
認

定
書

の
写

 

農
林
漁
業

 

セ
ー
フ
テ
ィ

 

ネ
ッ
ト
資
金

（
災
害
）
 

経
営

の
安

定
を
図

る
た

め
に
必

要
な
長

期
資

金
 

認
定

 

農
業

者
 

そ
の

他
 

担
い
手

 

日
本

 

政
策

 

金
融

 

公
庫

 

0
.3

5
～

0
.5

5
% 

 

1
0
年
以
内

 

〔
一
般
〕
 

6
0
0
万
円

 

〔
特
認
〕
 

年
間
経
営

費
等
の

3
/
1
2 

借
入

申
込

書
 

経
営

安
定

計
画

書
 

最
近

3
ヶ
年

の
決

算
書

類
 

担
保

又
は

保
証

人
 

 1
) 
平

成
2
5
年

3
月

2
1
日

改
定

利
率

 

 2
) 
｢人

・
農

地
プ
ラ
ン
」
に
地

域
の

中
心

経
営

体
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
た
認

定
農
業

者
は
、
貸

付
当
初

5
年
間
無

利
子

に
な
り
ま
す
。

 

※
 
 既

存
貸
付
（
農
業

近
代

化
資

金
等

）
の

償
還

猶
予

に
つ
い
て
は
、
融
資

機
関
（
農
協

な
ど
）
が

貸
付
条
件

の
変
更

を
認

め
る
こ
と
に
よ
り
対

応
可

能
で
す
。

 

 
 

 
 （

た
だ
し
、
償
還
猶

予
に
よ
り
債

務
保

証
料

が
発

生
し
ま
す
。
）
 

 
 

 

 

②
 
茶
凍
霜
害
等
に
利
用
で
き
る
農
業
制
度
資
 
(平

成
25

年
4
月

15
日
現
在
）
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
静
岡
県
経
済
産
業
部
組
合
金
融
課
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(5)被害写真 

 凍霜害にあった部分は褐変している。 
 
 沼津市                   沼津市 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 川根本町                  藤枝市岡部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 静岡市（5月上旬)              静岡市(5月上旬) 
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清
水
町

三
島
市

函
南
町

熱 海 市

伊
東
市

長 泉 町

裾
野
市

浜
松
市

川
根
本
町

磐
田
市

掛
川
市

菊
川
市

牧
之
原
市

御
前
崎
市

森
町

伊
豆
市

沼
津
市

伊
豆
の
国
市

東
伊
豆
町

西
伊
豆
町

松
崎
町

南
伊
豆
町

下
田
市河
津
町

静
岡
市

富
士
宮

市

島
田

市

富
士
市

焼 津 市

吉 田 町

御
殿
場
市小

山
町

袋
井
市

藤
枝
市

湖
西
市

①
浜
松
茶
産
地

浜
松
茶

②
天
竜
・
森
・
春
野
茶
産
地

天
竜
茶
・
遠
州
森

の
茶
・
春

野
の
茶

③
中
遠
茶
産
地

小
笠
茶
・
い
わ
た
茶
・
袋

井
茶
・
掛

川
茶

④
牧
之
原
茶
産
地

静
岡
牧
之

原
茶
・
金
谷
茶
・
初
倉
茶

・
島
田

茶
・
榛

原
茶
・
菊
川
茶

⑤
川
根
茶
産
地

川
根
茶 ⑥

志
太
茶
産
地

朝
比
奈
玉

露
・
藤

枝
茶
・
岡

部
茶

⑦
本
山
茶
産
地

本
山
茶

⑧
清
水
・
庵
原
茶
産
地

清
水
の
お
茶

⑨
富
士
・
沼
津
茶
産
地

ぬ
ま
づ
茶

・
富
士

の
お
茶

(
6
)
主
な
お
茶
の
産

地
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  この静岡県農業気象災害速報は速報のため、後日訂正される場合もあります。  

 

 

 

○ＣE A 静岡県・静岡地方気象台 2013 

（１）本資料をそのまま印刷すること、ファイルの形で第三者へ提供することは、利用目的が教

育または行政に資するためであって、かつ非営利である場合に限り可能とします。 

（２）本資料に含まれているデータ等を利用した場合は、「静岡県・静岡地方気象台 提供」と

明記願います。  
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